
 

 

令和８年４月１日 

 江東区都市整備部 

 

江東区大規模開発対応方針について 

 

１．目的 

区内で実施される大規模開発について、事業者に対し、計画段階から開発計画

案における地域貢献策について区及び地元町会等と継続的に意見交換を行うよ

う指導することにより、大規模開発が単なる建築行為ではなく地域課題の解決

に資するものとなることを目的とする。 

 

２．方針の骨子 

大規模開発を計画する事業者に対し、当該開発区域の特性及び地域環境を総

合的に勘案し、必要に応じて次に掲げる事項を指導する。 

・「中高層紛争予防条例」 や中大規模建築物に係る建築計画の早期周知に関す

る指導要綱 に基づく近隣説明よりも前の段階において、区及び地元町会等

を対象に開発計画案における地域貢献策について継続的に意見交換を行う

こと 

・地元町会等を対象とした意見交換の際は、会議録や説明資料について区に適

宜報告すること 

・江東区都市計画マスタープラン、まちづくり方針、江東区浸水対応型まちづ

くりビジョン等上位計画に沿った計画とすること 

 

３．対象となる大規模開発 

敷地面積が 10,000 ㎡以上かつ、住民の生活に対し広範にわたって影響を及ぼ

す開発とする 

 

４．スケジュール 

令和８年４月１日 方針適用開始 

 


